
平 成 25 年
11月１日（金）
第2527号

平成25年11月１日　金曜日（849）

告 示
栃木県告示第557号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第95条第３項において準用する同法第10条第１項の規定により、次の
事業主体の土地改良事業の施行を認可したので、同法第95条第４項の規定により公告する。
　　平成25年11月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事 業 主 体 名 事 業 名 認 可 年 月 日

川田土地改良事業共同施行 川田地区県単独農業農村整備（かんがい排水）事業 平成25年10月10日

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○平成26年度栃木県立産業技術専門校訓練生の募集
　平成26年度に入校する栃木県立産業技術専門校訓練生を次のとおり募集するので、栃木県立産業技術専門校
規則（昭和47年栃木県規則第36号）第９条の規定により公告する。
　　平成25年11月１日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　募集する訓練課程
　　普通職業訓練　短期課程（施設内コース）
２　募集予定人員

産業技術専門校名 所 在 地 等 訓 練 科 名 定員（人）

県北産業技術専門校 〒325-0001
那須郡那須町大字高久甲5226-24

電話　0287-64-4000

機 械 加 工 科 ５

Ｎ Ｃ 機 械 科 ５

観光サービス科 ５

電 気 設 備 科 ５

県南産業技術専門校 〒329-4214
足利市多田木町76

電話　0284-91-0803

機 械 加 工 科 ５

Ｎ Ｃ 機 械 科 ５

電 気 設 備 科 ５
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板 金 溶 接 科 ５

３　訓練期間及び応募資格

訓 練 科 名 訓練期間 入 校 月 応 募 資 格

機 械 加 工 科 ６か月

４月 平成26年３月に高等学校卒業見込みの者

Ｎ Ｃ 機 械 科 ６か月

観 光 サ ー ビ ス 科 ６か月

電 気 設 備 科 １年

板 金 溶 接 科 ６か月

４　募集期間及び応募方法

訓 練 科 名 募 集 期 間 応 募 方 法

機 械 加 工 科

平成25年11月５日（火）から同月22日（金）まで

入校を希望する産業技術専
門校に入校願書、志願理由
書、調査書等を添えて提出
する。

Ｎ Ｃ 機 械 科

観 光 サ ー ビ ス 科

電 気 設 備 科

板 金 溶 接 科

※　定員に満たない場合は、追加募集を行う。
５　選考日、選考方法及び合格発表日
⑴　選考日

訓 練 科 名 選 考 日

機 械 加 工 科

平成25年11月29日（金）

Ｎ Ｃ 機 械 科

観 光 サ ー ビ ス 科

電 気 設 備 科

板 金 溶 接 科

⑵　選考方法
　　適性試験、面接及び志願理由書により選考する。
⑶　合格発表日
　　各産業技術専門校長が指定する日
６　合格通知
　　各産業技術専門校長から本人に通知する。
７　その他
⑴　応募書類は、各県立産業技術専門校で配布する。
⑵　問合せ先
　　各県立産業技術専門校又は栃木県産業労働観光部労働政策課（電話　028-623-3235）

Ⅱ
１　募集する訓練課程
　　普通職業訓練　短期課程（施設内コース）
２　募集予定人員

産業技術専門校名 所 在 地 等 訓 練 科 名 定員（人）
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県北産業技術専門校 〒325-0001
那須郡那須町大字高久甲5226-24

電話　0287-64-4000

機 械 加 工 科 ５

Ｎ Ｃ 機 械 科 ５

観光サービス科 10

電 気 設 備 科 10

県南産業技術専門校 〒329-4214
足利市多田木町76

電話　0284-91-0803

機 械 加 工 科 ５

Ｎ Ｃ 機 械 科 ５

電 気 設 備 科 10

板 金 溶 接 科 ５

３　訓練期間及び応募資格

訓 練 科 名 訓練期間 入 校 月 応 募 資 格

機 械 加 工 科 ６か月

４月 離転職者等

Ｎ Ｃ 機 械 科 ６か月

観 光 サ ー ビ ス 科 ６か月

電 気 設 備 科 １年

板 金 溶 接 科 ６か月

４　募集期間及び応募方法

訓 練 科 名 入 校 月 募 集 期 間 応 募 方 法

機 械 加 工 科

４月 平成26年２月３日（月）から同月21日
（金）まで

最寄りの公共職業安定
所に求職の申込みを
し、入校を希望する産
業技術専門校に入校願
書、履歴書及び志願理
由書を提出する。

Ｎ Ｃ 機 械 科

観 光 サ ー ビ ス 科

電 気 設 備 科

板 金 溶 接 科

※　定員に満たない場合は、追加募集を行う。
５　選考日、選考方法及び合格発表日
⑴　選考日

訓 練 科 名 入 校 月 選 考 日

機 械 加 工 科

４月 平成26年２月27日（木）

Ｎ Ｃ 機 械 科

観 光 サ ー ビ ス 科

電 気 設 備 科

板 金 溶 接 科

⑵　選考方法
　　適性試験、面接及び志願理由書により選考する。
⑶　合格発表日
　　各産業技術専門校長が指定する日
６　合格通知
　　各産業技術専門校長から本人に通知する。
７　その他
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⑴　応募書類は、各県立産業技術専門校及び各公共職業安定所で配布する。
⑵　問合せ先
　　各県立産業技術専門校又は栃木県産業労働観光部労働政策課（電話　028-623-3235）

（労働政策課）　
　───────────────────────────────────────────────

監 査 委 員
栃木県監査委員告示第13号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第２項及び第４項の規定に基づく監査を執行したので、同条第
９項の規定により、その結果を次のとおり公表する。
　　平成25年11月１日

栃木県監査委員　　渡　　辺　　　　　渡　　
　　　同　　　　　早　　川　　尚　　秀　　
　　　同　　　　　黒　　本　　敏　　夫　　
　　　同　　　　　鈴　　木　　誠　　一　　

第１　監査事項
　　　財務に関する事務の執行及びその他の事務の執行
第２　監査対象期間
　　　平成24年度（ただし、給与事務については、予備監査実施日まで）
第３　監査の結果
（総合政策部）

監査対象機関名 監査年月日 監 査 の 結 果 及 び 意 見

総 合 政 策 課 平成25年８月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

市 町 村 課 平成25年８月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

地 域 振 興 課 平成25年８月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

（経営管理部）

監査対象機関名 監査年月日 監 査 の 結 果 及 び 意 見

人 事 課 平成25年８月19日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

行 政 改 革 推 進 室 平成25年８月22日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

職 員 総 務 課 平成25年８月22日 委託事務のうち、職員等福利厚生費の職員住宅消防設備保
守点検委託業務において、契約書と相違した金額の検査調
書を作成し委託料を支払うなど、委託に関する事務が不適
切であった。

文 書 学 事 課 平成25年８月22日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

管 財 課 平成25年８月22日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

税 務 課
（地方税徴収特別対策
室を含む。）

平成25年８月22日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

情 報 シ ス テ ム 課 平成25年８月22日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

財 政 課 平成25年８月28日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

（県民生活部）

監査対象機関名 監査年月日 監 査 の 結 果 及 び 意 見
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県 民 文 化 課 平成25年８月19日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

消 防 防 災 課 平成25年８月19日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

原子力災害対策室 平成25年８月19日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

くらし安全安心課 平成25年８月19日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

統 計 課 平成25年８月19日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

広 報 課 平成25年８月19日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

人 権 施 策 推 進 課 平成25年８月19日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

青少年男女共同参画課 平成25年８月19日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

（環境森林部）

監査対象機関名 監査年月日 監 査 の 結 果 及 び 意 見

環 境 森 林 政 策 課 平成25年８月20日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

地球温暖化対策課 平成25年８月20日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

環 境 保 全 課 平成25年８月20日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

自 然 環 境 課 平成25年８月20日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

廃 棄 物 対 策 課 平成25年８月20日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

馬頭処分場整備室 平成25年８月20日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

林 業 振 興 課 平成25年８月20日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

森 林 整 備 課 平成25年８月20日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

（保健福祉部）

監査対象機関名 監査年月日 監 査 の 結 果 及 び 意 見

が ん セ ン タ ー 平成25年７月５日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

岡 本 台 病 院 平成25年７月９日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

とちぎリハビリテー
シ ョ ン セ ン タ ー

平成25年７月９日 契約検収事務のうち、廃棄物品処分の委託において、処分
事業者から見積書を徴取せずに、収集運搬事業者から提出
された見積書に基づいて、契約を締結していた。また、正
当債権者である処分事業者からの支払いに関する委任状が
提出されていないにもかかわらず、他者に支払っているも
のがあった。

給与事務のうち、通勤手当において、支給停止の情報登
録入力を誤ったため、支給漏れとなっているものが１件
91,820円あった。

保 健 福 祉 課 平成25年８月20日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

医 事 厚 生 課 平成25年８月20日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

高 齢 対 策 課 平成25年８月20日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

健 康 増 進 課 平成25年８月20日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

障 害 福 祉 課 平成25年８月20日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

こ ど も 政 策 課 平成25年８月20日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

生 活 衛 生 課 平成25年８月20日 指摘事項に該当するものは認められなかった。
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薬 務 課 平成25年８月20日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

国 保 医 療 課 平成25年８月20日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

ねんりんピック推進室 平成25年８月20日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

（産業労働観光部）

監査対象機関名 監査年月日 監 査 の 結 果 及 び 意 見

産 業 政 策 課 平成25年８月27日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

工 業 振 興 課 平成25年８月27日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

経 営 支 援 課 平成25年８月27日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

国 際 課 平成25年８月27日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

観 光 交 流 課 平成25年８月27日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

労 働 政 策 課 平成25年８月27日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

（農政部）

監査対象機関名 監査年月日 監 査 の 結 果 及 び 意 見

上都賀農業振興事務所 平成25年７月２日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

芳賀農業振興事務所 平成25年７月５日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

河内農業振興事務所 平成25年７月12日 給与事務のうち、扶養手当の認定において、扶養親族と
して認定していた職員の配偶者の所得要件確認を誤った
ため、扶養手当等が過支給となっていたものが、１件
290,817円あった。

下都賀農業振興事務所 平成25年７月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

安足農業振興事務所 平成25年７月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

塩 谷 南 那 須
農 業 振 興 事 務 所

平成25年７月29日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

那須農業振興事務所
（那須広域ダム管理支
所）

平成25年7月29日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

農 政 課 平成25年８月27日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

農 村 振 興 課 平成25年８月27日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

経 済 流 通 課 平成25年８月27日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

経 営 技 術 課 平成25年８月27日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

生 産 振 興 課 平成25年８月27日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

畜 産 振 興 課 平成25年８月27日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

農 地 整 備 課 平成25年８月27日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

（県土整備部）

監査対象機関名 監査年月日 監 査 の 結 果 及 び 意 見

交 通 政 策 課 平成25年８月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

道 路 整 備 課 平成25年８月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

道 路 保 全 課 平成25年８月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。
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用 地 課 平成25年８月23日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

監 理 課 平成25年８月26日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

技 術 管 理 課 平成25年８月26日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

河 川 課 平成25年８月26日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

砂 防 水 資 源 課 平成25年８月26日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

都 市 計 画 課 平成25年８月26日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

都 市 整 備 課 平成25年８月26日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

建 築 課 平成25年８月26日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

住 宅 課 平成25年８月26日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

（会計局）

監査対象機関名 監査年月日 監 査 の 結 果 及 び 意 見

会 計 管 理 課
（管理課を含む。）

平成25年８月19日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

（企業局）

監査対象機関名 監査年月日 監 査 の 結 果 及 び 意 見

今市発電管理事務所
（板室管理支所）、北
那須水道事務所、鬼怒
水道事務所

平成25年７月２日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

企 業 局 平成25年７月５日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

（議会事務局）

監査対象機関名 監査年月日 監 査 の 結 果 及 び 意 見

議 会 事 務 局 平成25年８月19日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

（人事委員会事務局）

監査対象機関名 監査年月日 監 査 の 結 果 及 び 意 見

人事委員会事務局 平成25年８月19日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

（監査委員事務局）

監査対象機関名 監査年月日 監 査 の 結 果 及 び 意 見

監 査 委 員 事 務 局 平成25年８月19日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

（労働委員会事務局）

監査対象機関名 監査年月日 監 査 の 結 果 及 び 意 見

労働委員会事務局 平成25年８月19日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

（教育委員会）

監査対象機関名 監査年月日 監 査 の 結 果 及 び 意 見

総務課（文書館を含
む。）

平成25年８月26日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

施 設 課 平成25年８月26日 指摘事項に該当するものは認められなかった。
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教 職 員 課 平成25年８月26日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

学 校 教 育 課 平成25年８月26日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

特 別 支 援 教 育 室 平成25年８月26日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

生 涯 学 習 課 平成25年８月26日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

ス ポ ー ツ 振 興 課 平成25年８月26日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

文 化 財 課 平成25年８月26日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

健 康 福 利 課 平成25年８月26日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

（公安委員会）

監査対象機関名 監査年月日 監 査 の 結 果 及 び 意 見

宇 都 宮 南 警 察 署 平成25年７月２日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

足 利 警 察 署 平成25年７月２日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

宇都宮中央警察署 平成25年７月５日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

那 須 塩 原 警 察 署 平成25年７月９日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

今 市 警 察 署 平成25年７月９日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

那 須 烏 山 警 察 署 平成25年７月12日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

警 察 本 部 平成25年８月19日 指摘事項に該当するものは認められなかった。

※指摘事項： 事務が著しく不適正又は経済性、効率性及び有効性の視点から著しく不適切と認められるも
の

　───────────────────────────────────────────────


